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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　青色の単色光を発光する第一光源と、赤色の単色光を発光する第二光源を有し、前記青
色の単色光から波長変換によって生成された緑色光と、前記第一光源から発光された青色
光と、前記第二光源から発光された赤色光とを調合する加法混色により白色光を得る白色
光源と、
　前記白色光が入射される入射面と、前記白色光が照明光として出射される発光面と有す
る導光板と、
　前記照明光が照射される液晶表示素子と、
　前記発光面と前記表示素子との間に設けられた減法混色による第一の色補正手段と、
　前記白色光源と前記入射面に設けられた減法混色による第二の色補正手段と、
を備えるとともに、
　前記第一の色補正手段と前記第二の色補正手段は、高分子フィルムに所定の波長の光を
吸収させるための顔料もしくは染料が所定の濃度で混合され、
　第一の色補正手段は５７０～６１０ｎｍの波長帯域の光を吸収する特性をもち、
　第二の色補正手段は波長５００ｎｍ付近に吸収ピークを有することを特徴とする液晶表
示装置。
【請求項２】
　前記液晶表示素子はＲＧＢを含んだカラーフィルターを備えるカラー液晶表示装置であ
ることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
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【請求項３】
　前記第一の色補正手段は前記導光板に粘着接合されていることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記第一の色補正手段と前記第二の色補正手段には前記顔料もしくは染料が複数混合さ
れていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラー液晶表示素子の光源として用いられる照明装置、及びこの照明装置を
用いた液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、携帯型小型テレビ、携帯型ゲーム機、ＰＤＡ、および小型ノート型パーソナ
ルコンピュータ等に用いられている液晶表示装置では、冷陰極管に替わって、点灯特性が
良好であり発熱やノイズの少ない光源としてＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ－Ｄ
ｉｏｄｅ）を用いた照明装置が多用されるようになってきた。
【０００３】
　一般に、透過型カラー液晶表示装置では、白色光源を用いた照明装置をバックライトと
して用いて、Ｒ（Ｒｅｄ）Ｇ（Ｇｒｅｅｎ）Ｂ（Ｂｌｕｅ）カラーフィルターを各画素に
備えた液晶表示素子を照明することによりカラー画像を表示する。しかしながら、理想的
な白色光発光が可能なＬＥＤが存在しないために様々な工夫がなされてきた。
【０００４】
　例えば、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、青色ＬＥＤの３光源を近接配置させて色づきの少な
い擬似白色光源を実現し、それから得られた白色光を導光板に入射させることによって液
晶表示装置を照明する方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　第二の代表的な方法は、青色ＬＥＤから放射された青色光によって蛍光体を励起して緑
色光から赤色光にかけての帯域の光を波長変換により得て、この緑色光、赤色光と青色光
を加法混色して擬似白色光を得、これを導光板に導いて液晶表示装置を照明する方法であ
る。この方法では、上述した３つのＬＥＤを用いる方法に比べて、必要なＬＥＤの数が１
／３になるため消費電力が著しく低減すると同時に、擬似白色を得るために３つのＬＥＤ
出力を微調整する必要もなくなり、色ずれも起こらなくなった。
【０００６】
　第３の代表的な方法は、蛍光体を形成した青色ＬＥＤから放射された青色光によってそ
の蛍光体を励起して緑色光から赤色光を波長変換により得て、この波長変換によって得ら
れた光と青色光を加法混色して擬似白色光を得ると同時に、赤色の彩度を向上させるため
にこの擬似白色光に赤色ＬＥＤをさらに加法混色して、理想に近い白色光を得る方法があ
る（例えば、特許文献２参照）。この方法を用いることによって、赤色ＬＥＤの出力調整
を行うだけで理想に近い白色光を容易に得ることができ、より鮮明なカラー表示が可能な
液晶表示装置を実現している。
【０００７】
　さらに、擬似白色光と赤色光を色ずれなく効率良く混色させるために、蛍光体が形成さ
れた青色ＬＥＤと赤色ＬＥＤとをレンズ機能を有する透明な樹脂モールド中に近接して配
置したり（例えば、特許文献３参照）、蛍光体を形成した第一のＬＥＤと第二のＬＥＤと
をライトパイプの両端に各々配置することによってこのライトパイプ中で擬似白色光と赤
色光を均一に混色したりする方法が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平１０－２４７４１１号公報（第４頁、第１図）
【特許文献２】特開２０００－２７５６３６号公報（第２－３頁）
【特許文献３】特開２００２－５７３７６号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来のように、発光波長４５０ｎｍの青色ＬＥＤを使用して蛍光体により緑色光を励起
させ、もとの青色光との加法混色により得られた発光スペクトルを用いて液晶表示素子を
照明する構成の場合を説明する。このように蛍光体が形成された第一のＬＥＤから得られ
る発光スペクトルの一例を図４に示す。すなわち、発光波長４５０ｎｍの青色ＬＥＤを用
いて蛍光体により緑色光を励起させ、もとの青色光との加法混色により得られた発光スペ
クトルの一例を示すグラフである。この場合、４５０ｎｍに第一のＬＥＤの発光スペクト
ルピークが現れ、５５０ｎｍに蛍光体によって青色光を波長変換して得られた緑色光のス
ペクトルピークが現れる。また、図４から明らかなように、発光スペクトルは青色光と緑
色光のみならず、弱いながらも黄色から赤色にかけての発光スペクトルも現れている。こ
のように、出射面に青色光を緑色光に波長変換する蛍光体を用いて得られた発光スペクト
ルは可視光全域に渡っており、その結果擬似的に白色光に見える。しかし、白色度を調整
するためには第一の青色ＬＥＤに流す電流を調整して発光輝度を変えたり、蛍光体の材料
を最適化したりする必要があり、容易に行うことができなかった。
【０００９】
　また、より白色光に近い光を得ることができる特許文献３に記載のカラー液晶用表示装
置では、青色の単色光を発光する第一のＬＥＤと、赤色の単色光を発光する第二のＬＥＤ
を備えており、第一のＬＥＤから発光された青色光と、青色の単色光から波長変換によっ
て生成された緑色光と、第二のＬＥＤから発光された赤色光とを調合する加法混色により
白色光を得ている。すなわち、第一のＬＥＤの青色光とこの青の単色光から波長変換によ
って生成された光により得られる擬似白色光と、第二のＬＥＤの赤色光により白色光を得
ている。このような白色光源では、擬似白色光と赤色光を色ずれなく効率良く混色するた
めに、蛍光体が形成された第一の青色ＬＥＤと第二の赤色ＬＥＤを、レンズ機能を有する
透明な樹脂モールド中に近接して配置したり、青色ＬＥＤと赤色光ＬＥＤとをライトパイ
プの両端に各々配置することによってこのライトパイプ中で擬似白色光と赤色光とを均一
に混色したりする工夫がなされている。
【００１０】
　このようにして擬似白色光に赤色光を加法混色して得られた発光スペクトルを図５に示
す。すなわち、図５は発光波長４５０ｎｍの青色ＬＥＤを用いて蛍光体により緑色光を励
起させ、もとの青色光との加法混色によって得られた擬似白色光に波長６５０ｎｍの赤色
光を加法混色して得られた発光スペクトルを示すグラフである。図５に示す発光スペクト
ルは、図４で示した擬似白色光に赤色光が重畳されているために６５０ｎｍに赤色光の発
光ピークがある。この赤色光が擬似白色光に加法混色されることにより不足していた赤色
成分を補うことができて理想に近い白色光が得られると同時に、後述するようにカラー画
像の赤色の彩度を向上させることができる。
【００１１】
　このような構成においても、照明光のスペクトルは、励起用の青色ＬＥＤ、この青色光
を波長変換されて得られた緑色光および赤色光、混色用赤色ＬＥＤのそれぞれの発光スペ
クトルによって決まることになる。そのため、用いる蛍光材料の特性が色特性に大きく影
響を与えている。さらに、実際に視認されるのはカラー液晶表示素子のカラーフィルター
等の着色部材を透過した光であるために、照明光とカラーフィルターとの光学的整合が取
れていないと理想的な白色表示を得ることはできないという課題を有している。
【００１２】
　具体的には、照明光の発光スペクトルとカラーフィルター材料の分光透過率特性のスペ
クトル分布がマッチングしないために、特許文献３のカラー液晶表示装置では白色表示が
若干黄色からオレンジ色を帯びてしまうという課題があった。
【００１３】
　そこで、カラー液晶表示装置による理想的な白色表示を得るために、励起用の青色ＬＥ
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Ｄ、混色用の赤色ＬＥＤ、青色光を波長変換して得られた緑色光のそれぞれの発光スペク
トルを調整する（すなわち、照明光の発光スペクトルを調整する）か、カラーフィルター
等の着色部材の透過スペクトルを調整するか、もしくはその両方を行うことである。しか
しながら、このような調整は材料そのものを改善しなければならないために、時間と費用
がかかり困難である。
【００１４】
　さらには、液晶表示素子に用いられるカラーフィルターの特性は、製造メーカや製品ご
とに異なっているのが通常であり、このような液晶表示素子に簡便に表示色を整合させる
ことができる照明装置を実現することが困難であるという課題も有している。
【００１５】
　液晶表示素子の各画素には、Ｒ、Ｇ、Ｂに対応した特定の波長帯域を選択的に透過する
ように色素や顔料を含有するカラーフィルターが所定の膜厚で形成されている。図６にカ
ラー液晶素子において用いられるＲＧＢに対応したカラーフィルターの分光透過率の一例
を示す。このカラーフィルターの分光透過率は、光源色や使用する液晶の動作モードなど
に対応して厳密に設計し、内部に含有させる顔料や色素の種類や濃度を調整することによ
って決められる。さらには、このカラーフィルターは液晶表示素子の内部に形成されるた
めに、光学特性のみならず電気特性にも注意をはらって設計される。そして、カラーフィ
ルターの分光透過率は、光源色と同様に液晶表示素子の色再現性を決定する重要な要素と
なる。
【００１６】
　図４に示した発光スペクトルを有する擬似白色光源と図６に示した分光透過率のカラー
フィルターを有する表示素子とを用いた液晶表示装置が表示可能な白色表示の輝度スペク
トルを図７に示す。この輝度スペクトルはカラーフィルターの透過特性を反映しているの
で、図４に示した擬似白色光の発光スペクトルに比べて、５００ｎｍ近傍の緑青色や６０
０ｎｍ近傍の黄色からオレンジ色が強調されている。また、赤色成分は擬似白色光自体に
含まれている強度が小さいために弱いままである。したがって、このようにして得られた
擬似白色光源で表示された白色は青色から緑色を帯びた青色になると同時に、赤色の彩度
が充分得られていない。
【００１７】
　カラーフィルターは減法混色によって色調整を行うために、この色バランスを改善する
ためには、ＢＧフィルタの透過率を下げてバランスを取ることが最も容易である。しかし
ながら、カラーフィルターは画素電極の上に形成されるために、液晶の駆動特性に直接影
響を与え、形成できる膜厚や選択できる材料に制限がある。さらに、ＢＧフィルタの透過
率を下げて色バランスを調整することは照明光の利用効率を著しく低下させることになり
好ましい方法ではない。
【００１８】
　一方、図５に示した発光スペクトルを有する白色光源と図６に示した分光透過率のカラ
ーフィルターを有する発光素子とを用いた液晶装置を照明したときに表示可能な白色輝度
スペクトルを図８に示す。図８に示した輝度スペクトルは図７に示した輝度スペクトルに
比較して、赤色光に対するスペクトル強度が著しく改善されており、その結果赤色に対す
る演色性が向上して鮮やかな赤色の表現が可能となると同時に、白色レベルも向上する。
しかしながら、図７で得られた結果同様に、図８に示す輝度スペクトルではカラーフィル
ターの透過特性を反映しているので、図５に示した発光スペクトルに比較して５００ｎｍ
近傍の緑青色や６００ｎｍ近傍の黄色からオレンジ色が強調されていることがわかる。
【００１９】
　人間の色に対する視覚特性は特に敏感であるので、このように、黄色からオレンジ色や
緑青色が白色に若干混合されているだけで、この白色画像が着色していることに容易に気
づいてしまう。その結果、得られたカラー画像は鮮やかさが低下して画像品質が低下して
しまう。
【課題を解決するための手段】
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【００２０】
　本発明の液晶照明装置は、青色の単色光を発光する第一光源と赤色の単色光を発光する
第二のＬＥＤを用い、第一光源からの青色光と、この青色の単色光から波長変換によって
生成された緑色光と、第二光源からの赤色光とを調合する加法混色により白色光を得る白
色光源と、白色光源からの白色光を導波して液晶表示素子の表示面に一様に照射する導光
板とを備えており、白色光源からの白色光が液晶表示素子に届くまでの間のどこかに減法
混色による色補正手段を具備する構造とした。
【００２１】
　このような構成によって、液晶表示素子の色特性と照明光のスペクトル分布を簡便な方
法で容易に整合することができ、従来の液晶照明装置に比較して黄色からオレンジ色の着
色の無いより理想的な白色照明を実現することが可能になる。また、カラー液晶表示素子
に適用することによって、より彩度の高いカラー画像を再現することが可能となる。さら
に、この構成によれば、色補正手段を変更するだけで簡単に色特性の整合を行うことがで
きるために、特性の異なる種々のカラー液晶表示素子に対しても簡便に色整合を行うこと
ができる。
【００２２】
　特に、この色補正手段を、所定の波長領域の光を所定の割合で吸収または反射する機能
を有する高分子フィルムとし、導光板の入射端面または液晶表示素子への照射面の少なく
とも一方の面に挿入または粘着接合することによって、小型かつ薄型という機能を損なう
こともない。
【００２３】
　さらにまた、色補正手段として、第一の波長領域の光を所定の割合で吸収または反射す
る機能を有する第一の高分子フィルムを用い、第二の色補正手段として、第二の波長領域
の光を所定の割合で吸収または反射する機能を有する第二の高分子フィルムを用いること
で、照明光のより複雑なスペクトル調整が可能となる。その結果、さらに理想的な白色光
を実現することができる。また、これらの色補正フィルムを互いに重ね合わせて、導光板
の入射端面や照射面に粘着接合することもできる。
【００２４】
　さらにまた、色補正手段に用いる高分子フィルムを、所定の波長の光を吸収させるため
の顔料もしくは染料を所定の濃度で混合したものとすることにより、より安価に照明光の
スペクトルの改善を実現した白色光を得ることができる。
【００２５】
　そして、色補正手段として、所定の波長の光を所定の割合で反射させるための光学多層
膜が表面に形成された高分子フィルムを用いることによって、照明光のスペクトル調整時
に生じる光の吸収による損失を最小限に押さえ、光の利用効率の高い白色照明光源とする
ことが可能となる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の構成によれば、色補正手段として、基材に顔料や染料を含有させたり、表面に
光学多層膜を形成したりして構成した色補正フィルムを用いているので、複雑な構成とす
ることなく簡便に色バランスの良い白色光源を提供することができ、液晶表示素子の色再
現性を向上させることができるという効果を有する。
【００２７】
　また、このような本発明の構造を持った液晶照明装置とすることによって、種々の分光
透過率特性を有するカラーフィルターを採用している種々のカラー液晶素子に対しても、
色補正フィルムを交換するだけで容易に短期間に色バランスの整合を取ることができるた
めに、液晶素子の設計が容易になると同時に製品開発納期が短縮されるという効果を有す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
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　本発明の液晶表示装置及び照明装置は、白色光源からカラー液晶素子に至る光路の一部
に所定の顔料や染料を含んだ色補正手段を設ける構成とした。これにより、カラー液晶素
子の駆動特性に影響を与えることなく減法混色による色補正が可能となり、カラー液晶素
子の色再現性が向上する。
【００２９】
　本発明の液晶表示装置の基本構成を図１～図３に基づいて説明する。図１は色補正手段
である色補正板３が導光板２とカラー液晶素子４との間に設けられた構成を示している。
図２は色補正手段３が白色光源１と導光板２との間に配置された構成を示している。図３
は白色光源１と導光板２との間、および導光板２とカラー液晶素子４との間の両方に、色
補正手段３ａ、３ｂが各々設けられた構成を示している。ここで、導光板２は白色光源１
から入射した光をカラー液晶素子４へ照射する機能を備えている。
【００３０】
　色補正板３は、透明な基材の内部に黄色からオレンジ色に対応する波長帯域である５７
０～６１０ｎｍの光を吸収する物質を含有させた構造である。これを導光板２に粘着接合
して用いる場合は、基材の表面に粘着剤を塗布して形成する。含有させる材料は吸収させ
たい波長領域に応じて適切に選択する必要がある。また、その含有濃度は色補正板の厚み
と関連が大きいため、基材の厚みと目的とする吸収強度に応じて決める。
【実施例】
【００３１】
　以下に、本発明による液晶表示装置の実施例を、図面を参照しながら説明する。本発明
の液晶表示装置の基本構成を図１、図２、図３に模式的に示す。
【００３２】
　本発明の照明装置では、青色ＬＥＤの単色光と、これを波長変換して生成した緑色光と
、赤色ＬＥＤの単色光を用いた白色光源で照明された白色画像に対して、減法混色による
色補正手段を用いて補正することにより視覚上問題ない品質で白色光を実現した。そして
、この減法混色による色補正手段として、以下の実施例では、所定の顔料や染料を含んだ
色補正フィルムを用い、上述の白色光源からカラー液晶素子に至る光路の一部にこの色補
正フィルムを挿入した。このような構成により、カラー液晶素子４の駆動特性に影響を与
えることなく減法混色による色補正ができる。カラー液晶素子の画素に形成されたカラー
フィルターに、所定の色素や顔料を含んだ色補正膜を直接重ねて形成する方法なども考え
られるが、この方法は液晶駆動特性に大きく影響を与える可能性もあり、色補正フィルム
を配置することが好ましい。
【００３３】
　図１に示す実施例では色補正フィルム３が導光板２の照射端面とカラー液晶素子４との
間に挿入されており、図２に示す実施例では色補正フィルム３が光源１と導光板側面の入
射端面との間に挿入されており、図３に示す実施例では色補正フィルム（３ａ、３ｂ）が
光源１と導光板側面の入射端面との間、および、導光板２の照射端面とカラー液晶素子４
との間の両方に挿入されている。
【００３４】
　図１の実施例の構成では、色補正フィルム３の挿入精度が光学系に最も悪影響を与え難
い上に、ハンドリングに適した大きさとなるために取扱いが容易となる。ただし、色補正
フィルム３の面内の面内での分光特性むらや分布の影響が出る虞があるので、これら分光
特性むらや分布を充分に制御さることが望ましい。
【００３５】
　また、図２の実施例の構成では、面内での分光特性むらや分布の影響は出難いが、色補
正フィルム３が微小となるために取扱いに充分注意することが望ましい。
【００３６】
　さらに、図３の実施例の構成では、色補正フィルム３ａ、３ｂを２枚挿入する場合は、
光学特性の制御性に対して柔軟性が向上する。
【００３７】
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　色補正フィルムの配置方法としては、色補正フィルム上に粘着剤を塗布形成することに
よって色補正フィルム３、３ａ、３ｂと導光板２とを粘着接合しても良いし、図示されて
いない保持枠によって導光板２と光源１やカラー液晶素子４との間に色補正フィルムを機
械的に挟みこんで挿入しても良い。色補正フィルム３、３ａ、３ｂと導光板２とを粘着接
合する構成では、色補正フィルムが搬送時の振動や衝撃などによって周りの素子とこすれ
あって傷つくことが少なくなると同時に、色補正フィルムの粘着接合された面における反
射率を低減させることが可能となり、光の利用効率が向上するという利点がある。しかし
、この場合は粘着部に気泡が入ると照明むらの原因となるために充分注意しなければなら
ない。
【００３８】
　また、導光板２とカラー液晶素子４との間に挿入される色補正フィルム３は、カラー液
晶素子４の表面に粘着接合しても良い。
【００３９】
　色補正フィルム３の構造としては、ポリエチレン（ＰＥＴ）やポリカーボネート（ＰＣ
）などの透明な高分子フィルムを基材として、その内部に黄色からオレンジ色に対応する
波長帯域である５７０～６１０ｎｍの光を吸収する顔料や染料を含有させたものを用い、
これを導光板２に粘着接合して用いる場合は前記基材の表面に粘着剤を塗布して形成する
ことができる。含有させる顔料や染料の材料は吸収させたい波長領域に対応して適切に選
択する必要がある。また、その含有濃度は色補正フィルムの厚みと関連が大きいため、フ
ィルム厚みと目的とする吸収強度に応じて決める。
【００４０】
　染料として１種類のみを用いる場合は、多くの場合、その染料が顕色する色の補色が吸
収波長帯域となる。したがって、波長帯域や吸収強度などを制御するために複数の染料を
基材に含有させて用いることが好ましい。
【００４１】
　色補正フィルム３の他の構造としては、酸化チタンや酸化ジルコニウムなどの高屈折率
材料と、二酸化ケイ素やフッ化マグネシウムなどの低屈折率材料とが交互に積層された光
学多層膜をＰＥＴやＰＣなどの透明な高分子フィルムの表面上に形成したものがある。こ
れを導光板２に粘着接合して用いる場合は、光学多層膜が形成されていない基材表面に粘
着剤を塗布する。また、高屈折率材料と低屈折率材料各々の屈折率をｎＨ　、ｎＬ　、適
切に選んだ２つの波長をλ１　、λ２　としたとき、膜厚λ１　／４ｎＨ　の高屈折率材
料と膜厚λ１　／４ｎＬ　の低屈折率材料を交互にＭ対積層した多層膜（Ｍは自然数）と
、膜厚λ２　／４ｎＨ　の高屈折率材料と膜厚λ２　／４ｎＬ　の低屈折率材料を交互に
Ｎ対積層（Ｎは自然数）した多層膜とを用いることが例示できる。これらの多層膜は真空
蒸着法やイオンプレーティング法などで形成できる。この様な構成の色補正フィルムの分
光特性は、高屈折率材料と低屈折率材料の選定と、積層対数ＭとＮの決定、選択波長λ１

　とλ２　の選定によって容易に決定することができる。
【００４２】
　図９に、膜厚５０μｍのＰＥＴフィルム中に黄色を吸収する青色染料を含有させて得た
色補正フィルムの分光透過率を示す。この色補正フィルムは、ピーク波長５９０ｎｍで最
大の吸収を示している。図１に示す構成の表示装置に、図９で示した分光透過率を有する
色補正フィルムと、図５で示した発光スペクトルを有する光源とを組み合わせてカラー液
晶装置に白色画像を表示させたところ、その輝度スペクトルは図１０に示すようになった
。図８と図１０とを比較すると明らかなように、５７０～６１０ｎｍにかけての黄色から
オレンジ色の強度が低減するとともに、青色光、緑色光、赤色光の強度を低下させること
なく輝度スペクトルの補正がかけられ、若干青味が残るもののさらに良好な白色画像を表
現することができることがわかった。この結果は、色補正フィルム３、３ａ、３ｂの挿入
位置として、図１、図２、図３のいずれの実施形態の配置に色補正フィルタを挿入しても
再現できた。ただし、図３に示す配置で挿入した２枚の色補正フィルム３ａ、３ｂのフィ
ルム厚は他の場合の１／２である２５μｍとした。
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【００４３】
　次に示す実施形態は、図１０で得られた白色画像に残存していたわずかな青味を消滅さ
せるための実施形態である。そのため、図１０の実施形態で用いた色補正フィルムの他に
図１１に示す分光透過率を有する色補正フィルムを、厚さ５０μｍのＰＥＴフィルムにオ
レンジ色の染料を含有させることによって作製した。この色補正フィルムの分光透過率は
波長５００ｎｍのところに小さな吸収ピークを有している。図１０の分光透過率を有する
色補正フィルムを図３に示す本発明における液晶照明装置の光源側の色補正フィルム３ａ
として用い、カラー液晶素子側の色補正フィルム３ｂとしては図９に示す分光透過率を有
する色補正フィルムを用いた。このようにして、カラー液晶素子４に表示した白色画像の
輝度スペクトルは図１２のようになり、色補正フィルム１枚では若干青味が残っていた白
色画像は、赤色光、緑色光、青色光の寄与に影響を与えることなく理想的な白色画像とす
ることができた。
【００４４】
　図１２に示した実施例では、２種類の色補正フィルムを図３に示す実施形態に示された
２箇所の位置に各々挿入したが、これら２種類の色補正フィルムを重ね合わせて配置する
ことにより、図１や図２に示した構成にも適用できることは言うまでもない。
【００４５】
　さらに、本発明の照明装置の具体的な構成について説明する。
図１３は、本発明の照明装置の実施例を模式的に示す組立て斜視図である。図示するよう
に、導光板１１の出射面側に色補正フィルム１０が、背後側には第一の反射板１２が設け
られている。また、擬似白色ＬＥＤ１４ａと赤色ＬＥＤ１４ｂはフレキシブル基板１５に
接続されており、ライトパイプ１６に光を入射している。入射した光が照射面以外から漏
れないように、ライトパイプ１６の背後側には第二の反射板１７が設けられている。これ
らの構成要素が支持枠１３内に設けられている。
【００４６】
　擬似白色光ＬＥＤ１４ａと赤色ＬＥＤ１４ｂとは、配線が施されたフレキシブル基板１
５の上に直接実装されている。ここで、擬似白色光ＬＥＤ１４ａとは、青色光ＬＥＤの出
射面に蛍光体を形成したものであり、青色光ＬＥＤから出射する青色光を波長変換して緑
色光および赤色光を発生させて擬似白色光を出射することができるＬＥＤのことを意味す
る。これら擬似白色光ＬＥＤ１４ａと赤色ＬＥＤ１４ｂの出射面は互いに対向しており、
これらのＬＥＤから出射した擬似白色光と赤色光とはライトパイプ１６の両側端面からラ
イトパイプ１６内を導波して、導光板に向けて開口しているライトパイプの長手方向にあ
る出射端面から出射される。
【００４７】
　ライトパイプ１６はアクリルやＰＣなどの透明な高分子材料で成形された長い直方体に
なっており、このライトパイプ１６内を導波する過程において、擬似白色光と赤色光とは
充分に加法混色されて白色度の高い白色光としてライトパイプ１６の出射端面から出射さ
れる。このような加法混色を効率良く行えるためと、ライトパイプ１６からの光のもれを
低減させるためにライトパイプ１６の底面には第二の反射板１７が配置されている。図１
３には明示されていないが、フレキシブル基板１５のライトパイプ１６に面する側の面に
も反射率の高いＡｌやＡｇなどの金属膜を形成しておくことにより、このライトパイプ１
６内での擬似白色光と赤色光との混色は効果的に行うことができ、さらに照射光の利用効
率も向上させることができる。さらに、ライトパイプ１６からの出射光がより均一になる
ように、ライトパイプ１６の出射面に対向する面には微小プリズム群を形成することもあ
る。
【００４８】
　ライトパイプ１６から導光板１１に入射した白色光は、導光板１１の底面に形成されて
いる図示されない微小プリズム群や粗度分布を持った粗面によって、カラー液晶表示素子
に面する側面から照射される。このときも、照射光の利用効率を向上させるために導光板
１１の上記微小プリズム群や粗面領域が形成されている裏面側に面するように、第一の反
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射板１２が配置されている。
【００４９】
　そして、導光板１１の液晶側照射面には色補正フィルム１０が粘着接合されている。す
なわち、図１３で示す実施例は、図１で示した実施例と同様の構成を示している。
【００５０】
　これらの要素は支持枠１３で支持固定されている。第一の反射板１２、導光板１１、お
よび色補正フィルム１０は各々重なるように配置されており、支持枠１３に接着固定され
ている。また、擬似白色ＬＥＤ１４ａと赤色ＬＥＤ１４ｂとが実装されているフレキシブ
ル基板１５、ライトパイプ１６、第二の反射板１７は各々重なるように配置されており、
支持枠１３に接着固定されている。そして、ライトパイプ１６の出射端面と導光板１１の
入射端面とは互いに対向密着して配置されている。
【００５１】
　このように、本発明によれば、簡単な構造で薄型の白色光照明用導光板ユニットを構成
することができ、薄型化・軽量化が進むカラー液晶素子に適した照明装置を提供すること
ができた。
?ここで用いられている光源は、各図では簡略化のために１つにまとめて描かれているが
、青色の単色光を発光する第一のＬＥＤと、赤色の単色光を発光する第二のＬＥＤとを有
し、青色の単色光から波長変換によって生成した緑色光と、第一のＬＥＤによって生成さ
れた青色光と、第二のＬＥＤによって生成された赤色光とを調合する加法混色により白色
光を得る白色光源である。
【００５２】
　ここでは、第一のＬＥＤとしてＩｎＧａＮ系またはＧａＮ系等の材料で形成された青色
光を発光するＬＥＤを用いており、第二のＬＥＤとしてＧａＰ系またはＧａＡｌＡｓ系混
晶系等の材料で形成された赤色光を発光するＬＥＤを用いている。この第一のＬＥＤの発
光波長は具体的には４３０～４７０ｎｍの範囲にあり、第二のＬＥＤの発光波長は具体的
には６１０～６７０ｎｍの範囲にある。
【００５３】
　第一のＬＥＤからの青色光を波長変換して緑色光を得るために、第一のＬＥＤの出射面
には青色光を受けて青色光および緑色光を励起する蛍光体が形成されている。この蛍光体
を形成する材料には、ＹＡＧ（Ｙｔｔｒｉｕｍ－Ａｌｍｉｎｉｕｍ－Ｇａｒｎｅｔ）蛍光
体、またはＴｂ、Ｃｅ、ＥｕおよびＭｎなどの添加物元素を発光中心とした酸化物などを
用いることができる。
【００５４】
　図１、２、３において、白色光源１から出射された光は、導光板２の側端面である入射
部から導光板２の内部に伝播される。導光板２の底面には、内部に伝播された光を均一に
液晶表示素子４に照射するために、微小反射プリズム群、分布を持った粗面、あるいは、
ホログラムパターンが形成されている。さらに、導光板２の底面の外側には図示されてい
ない反射板が配置されており、底面側に逃げた光を再び液晶表示素子４側に戻して照明光
を効率良く利用するようになっている。
【００５５】
　一方、液晶表示素子４は、ガラスセル内で液晶を狭持したマトリックス状の画素電極間
に駆動電圧を印加することによって各画素を通過する光の偏光状態を制御する。そして、
直交または平行に配置された一対の偏光板でこのセルを挟んでおくことによって、偏光状
態に応じた光強度の透過光または反射光を得ることとなり、結果的に画像を表示する。
【００５６】
　液晶表示素子４としては、各画素１つ１つにＴＦＴ等のスイッチング素子を形成して駆
動電圧を制御するアクティブマトリックス型液晶表示素子と、各画素を形成する透明電極
に外部から直接駆動電圧を印加するパッシブマトリックス型液晶表示素子があり、上述し
た照明装置はどちらの方式の液晶表示素子にも用いることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００５７】
【図１】本発明による液晶表示装置の基本構成を模式的に示す断面図である。
【図２】本発明による液晶表示装置の他の構成例を模式的に示す断面図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の他の構成例を模式的に示す断面である。
【図４】青色ＬＥＤと蛍光体を用いて加法混色によって得られた擬似白色光の発光スペク
トルを例示するグラフである。
【図５】擬似白色光に赤色光を加法混色して得られた発光スペクトルを例示するグラフで
ある。
【図６】カラー液晶素子に用いられる各ＲＧＢに対応したカラーフィルターの分光透過率
を例示するグラフである。
【図７】図６に示した分光透過率のカラーフィルターが形成された液晶素子を図４に示し
た擬似白色光源で照明したときに表示する白色画像の輝度スペクトルを示すグラフである
。
【図８】図６に示した分光透過率のカラーフィルターが形成された液晶素子を図５に示し
た発光スペクトルの白色光源で照明したときに表示する白色画像の輝度スペクトルを示す
グラフである。
【図９】本発明に用いた色補正フィルムの分光透過率を示すグラフである。
【図１０】図９に示す分光透過率の色補正フィルムと図５に示す発光スペクトルの光源を
組み合わせてカラー液晶表示素子に表示させたときの白色画像の輝度スペクトルを示すグ
ラフである。
【図１１】本発明に用いた第二の色補正フィルムの分光透過率を示すグラフである。
【図１２】図９の分光透過率を有する色補正フィルムと、図１１に示す分光透過率の第二
の色補正フィルムを色補正手段として用いたカラー液晶素子を表示させたときの輝度スペ
クトルを示すグラフである。
【図１３】本発明による照明装置の構成を模式的に示す組立て斜視図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１　白色光源
　２　導光板
　３、３ａ、３ｂ　色補正フィルム
　４　カラー液晶素子
　１０　色補正フィルム
　１１　導光板
　１２　第一の反射板
　１３　支持枠
　１４ａ　擬似白色ＬＥＤ
　１４ｂ　赤色ＬＥＤ
　１５　フレキシブル基板
　１６　ライトパイプ
　１７　第二の反射板
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